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「新設」と「廃止」
＜12月、翌年度の償却資産申告書の発送時期＞

「申告書の手引き」を封入する作業

「新設」の申告補足作業は完全にできているか。

⇒職場の事務の流れを確認する。今年中に新規事業を始
めた事業者には、必ず申告書を発送しなければならない
が、それは小規模事業者の多くは、資産数が少なく、す
ぐに免税点未満になる。

初年度に把握して申告書を送付することが重要である
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納税義務者の把握方法

把握⽅法（⾃治体内部）
＜法⼈の把握＞

法⼈開設届（法⼈市⺠税）
⾮⽊造建物（⾒積書）からの申告要請

（県若しくは家屋担当）
契約部署からの把握（契約課）

＜個⼈事業者の把握＞
個⼈開業届（個⼈市⺠税）
税務署エルタックス（個⼈市⺠税）
アパート家屋評価時の申告要請（家屋担当）

＜その他＞
⼊湯税

⽔道開設届による新規法⼈等の把握
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納税義務者の把握方法

＜理容・美容業・飲⾷業・病院の把握＞
環境衛生台帳、食品衛生台帳

＜船舶の把握＞
各都道府県⽔産関係部局（⽔産課、漁船保安係等）
地⽅運輸局の船舶登録台帳

＜⼤型特殊⾃動⾞の把握＞
⼀般財団法⼈⾃動⾞検査登録情報協会

＜太陽光発電の把握＞
経済産業省エネルギー庁
電⼒会社（東北電⼒・東京電⼒ほか）

＜その他＞
ネット情報・グーグルマップほか

把握方法（自治体外部 関係機関）

会社の廃業
「解散」と「清算」の2段階

＜解散＞

会社が事業活動をやめて（休眠会社が事業を廃止したもの
と認定等）清算や破産の手続きに移行すること。

また、合併により法人が消滅することも解散と呼ばれる。

＜清算＞

解散後に、資産の売却、債権の取立て、債務の弁済、債

務整理（債務免除や弁済猶予などの金融支援を受ける手

続き）を通して会社の債権・債務を解消し、残った資産

（残余財産）を株主に分配するプロセスのこと
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答１ 第１項については同会社が固定資産税の賦課期日現在、清算事務遂行
のためにのみ存続しているのであるから清算事務の用に供するものについ
ては課税できるが、その他のものについては課税できない。

問１ 当町所在次の償却資産は課税の対象となりますか。

廃業の類似語

「倒産」 企業が債務の支払不能に陥ったり、経済活動を続けることが困

難になったりした状態

「破産」 倒産状況にある会社が破産法に基づいて資産・負債を整理して

廃業すること。清算の執行者は裁判所が選任した破産管財人

「休業」法人登記を残したまま事業活動を完全に停止する場合も休業と呼

ばれ、税務署と自治体に休業に関する異動届出書を提出。

「休眠」12年間何の登記もなされていない会社を休眠会社（会社法）

法務省の公告にしたがって2か月以内に「事業を廃止していない」旨

の届出をしないと解散したものと見なされる（会社法第472条[3]）。

法務省では毎年1回休眠会社に対する公告がある
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休眠 令和〇年7月より休眠
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（問） すでに死亡して相続権者が二～三名あるが遺

産相続もせず、そのままになっている固定資産について、

実質的に管理使用している者に合算して課税してよいか。

また、合算課税する場合は、本人の承諾を必要とするか。

合算課税は全くできないものなのか。

実務提要
＜被相続人が死亡した場合の

課税について＞

答 質問の内容が判然としないので、

一般的に考えられる次の二つの場合について考える。

(1)賦課期⽇前に被相続⼈死亡している場合
法343条第２項により、所有者として登録されている者が死
亡しているときは、賦課期日現在において、現にこれを所有
している現実の所有者が納税義務者となり、設例の場合、民
法第898条の規定により、当該固定資産は相続権者の共有の
属するものであり、法第10条の２第１項の規定により、連帯
納税義務が発生するので、そのいずれに対して課税しても差
し支えない。
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(2)賦課期⽇後、被相続⼈が死亡した場合
民法第900条から第902条までの規定による相
続分によりあん分して計算した額を各相続人
に課税すべきであって、設例の場合、実質的
に管理、使用している者に合算課税すべきで
はない。

（3）なお、相続権者の全員が相続放棄した場合は、

相続財産法人が設立されるので、

(1)の場合にあっては、当該相続財産法人に課税
され、(2)の場合にあっては、当該相続財産法人か
ら、未徴収分を徴収することができる。
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新聞記事


